
 

 

 

生活保護受給者に対する就労支援のあり方に関する研究会  

開催要綱 

 

 

１．目的 

生活保護受給者に対する就労支援については、平成 25年の法改正により、就

労支援員による就労に関する相談・助言等の支援を行う「被保護者就労支援事業」

を全ての保護の実施機関で実施することとしたほか、就労に向け一定の準備が必

要な者への日常生活習慣の改善等を行う「被保護者就労準備支援事業」等を実施

している。 

平成 28年度においては、事業対象者 33.8万人のうち、12.3万人が当該事業に

参加し、5.2万人が同事業を通じて就労・増収を実現する等、一定の成果をあげ

ている。他方、全国平均値として就労支援事業への参加率は 36.4％、就労・増収

率は 42.4％であり、自治体での対象者の選定基準や選定方法、就労支援の取組状

況にもばらつきがある。 

こうした状況を踏まえ、各事業対象者の類型化や、就労状況等に応じた効果的

な支援の在り方をテーマに、関係者の参画を得て研究会を開催する。 

 

２．主な検討事項 

① 就労支援各事業の対象とすべき者の範囲の明確化 

② 就労支援事業の対象とすべき者の標準的な選定プロセス 

③ 自治体の好事例も取り入れた効果的な就労支援や評価の在り方 

④ 稼働能力の活用が不十分である者に対する有効な指導指示の在り方 等 

 

３．留意事項 

○ 研究会の参加者は別紙のとおりとする。 

○ 研究会の座長は、参加者の互選により選出する。 

○ 研究会は社会・援護局保護課長が参加者の参集を求めて開催する 

○ 研究会の庶務は社会・援護局保護課で行う。 
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